
 

瀬戸市告示第１号 

 瀬戸市産業廃棄物関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条

例（平成１４年瀬戸市条例第１２号）第７条第１項に基づき、次のとおり

告示する。 

  令和７年１月８日 

瀬戸市長 川本 雅之 

 １ 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

の氏名 

   株式会社東立テクノクラシー 

   代表取締役 犬飼 健人  

   名古屋市中区千代田５丁目７番５号 

 ２ 産業廃棄物関連施設の設置の場所 

   瀬戸市山路町４９番地２ 外 

 ３ 産業廃棄物関連施設の種類 

   産業廃棄物最終処分場（管理型） 

 ４ 産業廃棄物関連施設において処理する産業廃棄物の種類 

⑴ 産業廃棄物 

燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、 

動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリート

くず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令第２条

第１３号廃棄物（これらの内、自動車等破砕物、石綿含有産業廃

棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含む。） 

⑵ 特別管理産業廃棄物 

廃石綿等 

 ５ 産業廃棄物関連施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場



 

合にあっては、産業廃棄物の埋立ての用に供される場所の面積及び

埋立容量) 

  ⑴ 産業廃棄物の埋立ての用に供される場所の面積  

６４，３００平方メートル 

  ⑵ 埋立容量  

１，４６３，４００立方メートル 

 ６ 関係地域 

   道泉連区、深川連区、古瀬戸連区、東明連区、祖母懐連区、陶原連

区、長根連区、效範連区、水南連区、萩山台連区、八幡台連区、品

野連区、下品野連区、山口連区、本地連区、菱野連区 

 ７ 縦覧の場所、期間及び時間 

  ⑴ 瀬戸市役所（環境課）、水野支所、幡山支所及び品野支所  

令和７年１月８日から令和７年２月７日までの午前８時３０分

から午後５時１５分までの時間。ただし、日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。   

⑵ 瀬戸蔵  

令和７年１月８日から令和７年２月７日までの午前９時から午

後９時３０分までの時間。ただし、休館日である令和７年１月２

７日を除く。 

 ８ 関係住民は、意見書を提出することができる旨 

関係住民は、瀬戸市産業廃棄物関連施設の設置に係る紛争の予防

及び調整に関する条例第第１１条第１項に基づき、意見書を提出す

ることができる。 

 ９ 意見書の提出先、提出期限及び提出方法 

  ⑴ 意見書の提出先  



 

瀬戸市役所市民生活部環境課 

郵便番号４８９－８７０１ 

    瀬戸市追分町６４番地の１ 

  ⑵ 提出期限  

令和７年２月２１日（ただし、令和７年２月７日までに説明会又 

は追加説明会が終了しない場合にあっては、当該説明会又は追加説

明会が終了した翌日から起算して２週間を経過する日） 

  ⑶ 提出方法     

提出先への持参又は郵送による。 

 10 意見書に記載すべき事項及び記載方法 

⑴ 提出者の氏名（団体又は法人にあっては、その代表者の氏名）、

住所、電話番号 

⑵ 意見の対象となる事業者の名称、施設の種類、設置場所 

⑶ 事業者に対して氏名等を明らかにすることを希望する場合は、

その旨 

⑷ 意見（関係地域の環境の保全上の見地からのものに限る。） 

 


